
議案第２０号 

 

新座市都市公園条例及び新座市スポーツ施設条例の一部を改正する条

例 

 

（新座市都市公園条例の一部改正） 

第１条 新座市都市公園条例（昭和５２年新座市条例第３２号）の一部を次のよ

うに改正する。 

次の表中下線の表示部分（以下この条において、改正前の欄にあっては「改

正部分」と、改正後の欄にあっては「改正後部分」という。）については、次

のとおりとする。 

⑴ 改正後部分のみ存在するときは、当該改正後部分を加える。 

⑵ 改正部分及びそれに対応する改正後部分が存在するときは、当該改正部

分を当該改正後部分に改める。 

改 正 後 改 正 前 

  

（使用料の還付） 

第２６条 ［略］ 

 

（利用料金） 

第２７条 第２４条の規定にかかわらず、第９

条の規定により指定管理者に総合運動公園及

び栄緑道の管理を行わせる場合における当該 

総合運動公園及び栄緑道に係る利用の許可を

受けた者は、利用の許可の際にその利用に係

る料金（以下この条において「利用料金」と

いう。）を指定管理者に納付しなければなら

ない。 

２ 利用料金は、第２４条の使用料の額の範囲

内において、指定管理者が市長の承認を得て

定めるものとする。 

３ 利用料金は、指定管理者の収入とする。 

４ 前２条の規定は、利用料金について準用す 

る。この場合において、第２５条中「市長 

は、」とあるのは「指定管理者は、市長が」 

と、前条中「市長が」とあるのは「指定管理

者は、市長が」と読み替えるものとする。 

 

（公園予定区域及び予定公園施設についての

準用） 

第２８条 ［略］ 

 

（委任） 

第２９条 ［略］ 

（使用料の還付） 

第２６条 ［略］ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（公園予定区域及び予定公園施設についての

準用） 

第２７条 ［略］ 

 

（委任） 

第２８条 ［略］ 



  

（新座市スポーツ施設条例の一部改正） 

第２条 新座市スポーツ施設条例（平成５年新座市条例第２号）の一部を次のよ

うに改正する。 

次の表中下線の表示部分（以下この条において、改正前の欄にあっては「改

正部分」と、改正後の欄にあっては「改正後部分」という。）については、次

のとおりとする。 

⑴ 改正後部分のみ存在するときは、当該改正後部分を加える。 

⑵ 改正部分及びそれに対応する改正後部分が存在するときは、当該改正部

分を当該改正後部分に改める。 

改 正 後 改 正 前 

  

（使用料の還付） 

第１５条 ［略］ 

 

（利用料金） 

第１６条 第１３条の規定にかかわらず、第２

条第２項の規定により指定管理者にスポーツ 

施設の管理を行わせる場合における当該ス 

ポーツ施設に係る利用権利者は、利用の許可

の際にその利用に係る料金（以下この条にお

いて「利用料金」という。）を指定管理者に

納付しなければならない。 

２ 利用料金は、第１３条の使用料の額の範囲

内において、指定管理者が教育委員会の承認

を得て定めるものとする。 

３ 利用料金は、指定管理者の収入とする。 

４ 前２条の規定は、利用料金について準用す 

る。この場合において、第１４条中「市長 

は、」とあるのは「指定管理者は、市長が」 

と、前条中「市長が」とあるのは「指定管理

者は、市長が」と読み替えるものとする。 

 

（委任） 

第１７条 ［略］ 

（使用料の還付） 

第１５条 ［略］ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（委任） 

第１６条 ［略］ 

  

附 則 

この条例は、令和７年４月１日から施行する。 

 

 

  令和６年２月２８日提出 

 

新座市長 並 木  傑 



 

 

   提 案 理 由 

指定管理者に総合運動公園及び栄緑道並びにスポーツ施設の管理を行わせる場

合において、利用料金を指定管理者の収入としたいので、この案を提出するもの

である。 


